
（３）平成３０年度 コミュニティ助成事業の申請について 

１．コミュニティ助成事業とは 

  一般財団法人自治総合センターが宝くじ収入を財源として、地域で行う事業または活動

に必要な施設・設備等の整備を助成する制度です。 

２．コミュニティ組織とは 

コミュニティ組織とは、自治会等の地域的な共同活動を行っている団体とします。 

 ※特定目的のために組織された団体、趣味の愛好会、イベント等のために組織された団

体、NPO 等は対象外 

３．助成事業の種類、助成対象団体、助成金額、助成対象経費、事業の参考例  

  Ｐ●～●に事業ごとに記載していますのでご覧ください。 

４．申請の締め切り・・・平成２９年９月中旬（予定）

①自治総合センターから募集の連絡があり次第、申請の締切日を各集落にお知らせしま

す。 

※町のホームページでもお知らせします。 

②事業の内容によっては、助成の対象とならない場合もありますので、事前にご相談くだ

さい。 

５．問い合わせ・申請書等提出先  

≪問い合わせ・提出先≫ 自主防災組織育成事業     → 総務課 総務室 

             自主防災組織育成事業以外の事業→ 企画課 町づくり推進室 

※申請には多くの書類が必要です。申請をされる集落は、早めに書類の準備をお願いしま

す。 

６．その他

①前年度の募集内容で早めのご案内をさせていただいております。平成 30 年度の募集内

容に大きな変更があれば、お知らせします。 

②この事業は、全国からの申請につき自治総合センターで審査を行い、助成金の採択・不

採択の決定をします。必ず助成金が交付されるとは限りませんのでご了承ください。 

③１つの事業に複数の申請があった場合には、町において審査会を開催し、事業の効果・

必要性・申請団体の活動状況などについて比較評価を行い、優先順位を付けた上で自

治総合センターへ申請します。 

※コミュニティ助成に関する相談は、随時、受け付けておりますので、お気軽にご相談くださ

い。

【お問い合わせ先】 

企画課 町づくり推進室 担当 青井洋一 

電話 ６８－３１１３ ファックス ６８－３８６６ 

メール machidukuri@houki-town.jp 
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コミュニティ助成事業　事業内容

【注意事項】

●助成対象外経費

　（１）既存施設、中古品の購入

　（２）車両（乗用式のトラクター・除雪機・草刈り機等も含む）

　（３）銃・刀剣類

　（４）娯楽性の高い備品、営利を目的とした設備等

　（５）個人住宅に設置されるもの

　（６）宗教に関する施設及び設備等の整備

　（７）土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去及び解体処理、外構工事に要する費用

1.一般コミュニティ助成事業

事 業 内 容 助 成 対 象 団 体 助 成 金 額 助成対象経費

　住民が自主的に行うコミュニティ活動
の促進を図り、地域の連帯感に基づく自
治意識を盛り上げることを目指すもの
で、コミュニティ活動に直接必要な設備
等（建築物、消耗品は除く）の整備に関
する事業。

・市町村
・コミュニティ組
織（自治会等）

１件につき
　100万円から250万円
　（１０万円単位）

　コミュニティ活動に直接必要な
施設備等の整備に要する経費。
　ただし、基礎工事の伴わない簡
易な倉庫・収納庫は対象とする。

【一般コミュニティ助成事業の参考例】

区　　分

1.生活環境の清潔、静かさ、美観の維持
等

2.健康の管理・増進

3.生活安全の確保の推進

4.お祭り、運動会、ピクニック
   その他コミュニティ行事

5.文化・学習活動

6.体育・レクリエーション活動

７.その他 コミュニティ掲示板、屋外放送設備等

トレーニング用具、健康管理器具等

防犯灯等

●複数年度にまたがった事業、毎年繰り返し実施する事業については対象外とします。

●事業を実施するにあたり、土地を要する事業（コミュニティーセンター建築の他、広場整備やベンチの設置
   等）は、抵当権等の権利関係付着（含む抹消登記未済）、相続手続き未済の土地での事業は対象外としま
   す。また、土地所有者全員からの承諾等が得られない場合も対象外とします。なお、事業実施後に抵当権
   等が付着することが無いようにしてください。

太鼓、御輿、山車、法被、テント、組立式ステージ、各種用具等

視聴覚機器、調理用機器、天体望遠鏡、イス・テーブル等

スポーツ用具、遊具、基礎工事を伴わない簡易倉庫・収納庫、 コミュニティ公
園・広場等整備(造成は含まない）

施設又は設備

芝刈機、除雪機等

　（８）ソフト事業における、事業実施主体の経常的経費、他用途に転用可能な備品や消耗品の購入経費、工事
         を伴う施設整備等の経費、食糧費。

（ただし、一般コミュニティ助成事業における地域の祭りに関する備品、コミュニティセンター助成事業
における建物の大規模修繕は助成対象とします）。

●事業の参考例で例示した施設又は設備であっても、その設置場所等により、助成対象外となる場合もありま
   すのでご相談ください。
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２.コミュニティセンター助成事業

事 業 内 容 助 成 対 象 団 体 助 成 金 額 助成対象経費

　住民の行う自主的なコミュニティ活動
を積極的に推進し、その健全な発展を図
るため、住民の需要の実態に応じた機能
を有する集会施設(コミュニティセン
ター・自治公民館等)の建設又は大規模
修繕、及びその施設に必要な備品の整備
に関する事業。

・市町村
・コミュニティ組
織（自治会等）
※自治公民館建設
の場合は、認可地
縁団体に限る

対象となる総事業費の5分の
3以内に相当する額
　（１０万円単位）
※ただし、1,500万円を上
限とする。

主に新築を対象とする。
　大規模修繕については、建物の
主要構造部について行なう大規模
備修繕とし、抵当権等の権利関係
が付着していない、登記名義人が
単独の認可地縁団体（保存登記
済）となっているものに限る。ま
たその施設に必要な備品の整備も
対象とする。
　ただし、土地の取得、既存の施
設又は設備等の修理、修繕、撤去
及び解体処理、外構工事に要する
経費は対象外とする。

【コミュニティセンター助成事業　参考例】

区　　分

1.福祉・健康管理

2.文化・学習活動

3.体育・レクリエーション

4．その他

３.自主防災組織育成助成事業

事 業 内 容 助 成 対 象 団 体 助 成 金 額 助成対象経費

　一定地域の住民が当該地域を災害から
守るために自主的に結成した組織又はそ
の連合体が行う地域の防災活動に直接必
要な設備等（建築物、消耗品は除く）の
整備に関する事業。

・市町村
・自主防災組織

3０万円から２００万円
       （１０万円単位）

　自主防災組織又はその連合体が
行う地域の防災活動に直接必要な
設備等の整備に要する経費。
　ただし、基礎工事の伴わない簡
易な倉庫・収納庫は対象とする。

【自主防災組織育成助成事業　参考例】

区　　分

1. 情報連絡用

2. 消火用

3. 水防用

4. 救出救護用

5. 給食給水用

6. 避難所・避難用

7. 防災教育用

8. その他

携帯用無線機、電池メガホン、携帯用ラジオ、腕章等

救命ボート、ロープ、ツルハシ、防水シート、シャベル、救命胴衣、かけや等

多目的ルーム等

施設又は設備

談話室、児童室、保育室、トレーニングルーム等

図書室、コミュニティ情報室、視聴覚室、講座室、実習室、サークル活動準備室、
娯楽教養室、工作室、陶芸室等

レクリエーションルーム、ロッカールーム、シャワー室等

施設又は設備

リヤカー、発電機、警報器具、携帯用投光器、標識板、標旗、強力ライト、簡易ト
イレ、寝袋、組立式シャワー等

可搬式動力ポンプ、可搬式散水装置、防火水槽、ホース、スタンドパイプ、格納器
具一式、街頭用消火器、防火衣、鳶口、ヘルメット、水バケツ等

ＡＥＤ、エンジンカッター、油圧式救助器具、可搬式ウィンチ、テント、チェーン
ブロック、チェーンソー、ジャッキ、バール、救急箱、 はしご、担架、防煙・防
塵マスク、毛布、簡易ベッド、のこぎり等

給水タンク、緊急用ろ水装置、飲料用水槽、炊飯装置等

基礎工事を伴わない簡易資機材倉庫、除雪機等

模擬消火訓練装置、放送機器、１１９番通報訓練用装置、組立式水槽、煙霧機、ビ
デオ装置、映写機、火災実験装置、訓練用消火器、心肺蘇生訓練用人形、住宅用火
災警報器（訓練用）等
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４.青少年健全育成助成事業

事 業 内 容 助 成 対 象 団 体 助 成 金 額 助成対象経費

　青少年の健全育成に資するため、ス
ポーツ･レクリエーション活動や文化･学
習活動に関する事業及びその他コミュニ
ティ活動のイベントに関する事業等、主
として親子で参加するソフト事業。

・市町村
・コミュニティ組
織（自治会等）

１件につき
　３０万円から１００万円
　（１０万円単位）

　青少年健全育成事業のソフト事
業に要する経費。
　ただし、備品は対象外とする。

【青少年健全育成助成事業　参考例】

区　　分

イベント等ソフト事業

事業の内容等

野外活動の実施等
（ 親子で参加するオリエンテーリング・体験農業等・炭焼きキャンプ・マラソン
大会・ふれあい自然体験・ハイキング・スターウォッチング等）
各種スポーツ・レクリエーション大会の開催
各種スポーツ教室
各種スポーツ指導員の派遣及び巡回
講演会・研修会の開催
コミュニティリーダーの養成・研修
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